
（裏面） 

割賦販売法（抜粋） 

（立入検査） 

第第第第41414141条条条条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売

業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条

の３の61の許可を受けた者、指定受託機関又は認定割賦販売協会の営業所又は事務所に立ち

入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。 

２～４ 略 

５ 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度

において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物

件の検査（個別信用購入あつせん業者の第35条の３の５及び第35条の３の７本文の規定の遵

守の状況に係るものに限る。）をさせることができる。 

６ 略 

７ 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提

示しなければならない。 

８ 第１項から第６項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

９ 略 

（都道府県が処理する事務） 

第第第第47474747条条条条 この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で

定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 

第第第第53535353条条条条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

(１)～(７) 略 

(８) 第41条第１項から第６項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第第第第54545454条条条条 法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下こ

の項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業者が、その法人又は人の業務に関し第49条又は第50条から前条までの違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

２ 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理

人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は

被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

 

備考 １ この身分証明書は、転任し、又は退職したときには、直ちに返納しなければならない。 

２ この身分証明書の有効期間は、発行の日から１年間とする。 

 


